
労働者派遣事業報告書
作成における留意点について

派遣元向けオンラインセミナー
滋賀労働局 職業安定部 需給調整事業室



報告書の種類と提出期限

書類の名称 提出期限

１
労働者派遣事業報告書
（様式第11号）

毎年6月30日まで

２
労働者派遣事業収支決算書

（様式第12号）
事業年度終了後3ヶ月以内

３
関係派遣先派遣割合報告書

（様式第12号の2）
事業年度終了後3ヶ月以内

提出部数 ：すべて 各３部 ＊電子申請の場合は各１部



様式第11号の構成

内 容 提 出

第１面 ：事業所基本情報

必 要第２・３・４・５・６面 ：年度報告

第７・８・９面 ：６月１日現在の状況報告

第10・11・12・13・14面 ：記載要領 不 要

＊許可後事業年度末日を迎えていない場合は、第２～６面の記入・提出は不要



記載のポイント
（第１面 第８欄）

８ 事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日

直前に終了した事業年度（決算期）に合わせて記入する

第２面から第６面はこの期間についての報告



記載のポイント
（第２面）

（１）派遣労働者数等雇用実績

派遣労働者以外の
労働者もすべて含む



（２）労働者派遣事業の売上高

（３）請負事業の売上高

記載のポイント
（第２面）

決算後の金額を記入

＊実績がない場合は「０」を記入



記載のポイント
（第２面）

（５）②派遣契約の期間別件数

契約がなかった場合は
○まる を記入
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記載のポイント
（第２面）

（８）雇用安定措置の実績

実 数 のべ数



記載のポイント
（第２面）

（８）雇用安定措置の実績

●無期雇用派遣労働者は対象外

●事業年度末日時点で派遣中で、同じ内容で更新見込みのある者は対象外

●第２号の措置 には有期雇用派遣労働者を無期雇用とした後、

新たな派遣先へ就業させた場合や再び同じ派遣先へ就業させた場合も含まれる



記載のポイント
（第３面・第４面）

（９）①派遣料金・派遣労働者の賃金

全業務平均 ：各業務の単純平均額

（自動計算）

業務別平均 ：加重平均

９

単純平均（自動計算）

加重平均（計算結果を入力）



記載のポイント
（第３面・第４面）

（９）①派遣料金・派遣労働者の賃金

加重平均の計算方法

派遣先から得た
派遣料金の総額
（消費税を含む）

× 8時間
（小数点以下四捨五入）派遣労働者の

総労働時間

派遣労働者の
賃金の総額

× 8時間
（小数点以下四捨五入）派遣労働者の

総労働時間

派遣料金 派遣労働者の賃金



記載のポイント
（第５面）

（１０）マージン率等の情報提供

❶ 派遣労働者の数
❷ 派遣先の件数
❸ 派遣料金の平均額
❹ 派遣労働者の賃金の平均額

❺ マージン率
❻ 労使協定の締結状況
❼ キャリア形成支援制度に関する事項
❽ その他参考情報（福利厚生など）

原則 インターネット上での公開
・自社ホームページ

・人材サービス総合サイト

情報提供が必要な項目



記載のポイント
（第６面 その１）

③キャリアアップに資する教育訓練



記載のポイント
（第６面 その２）

③キャリアアップに資する教育訓練

訓練の内容

（上段）種別

（下段）対象人数

この訓練の対象となる
派遣労働者数

種別の番号を記入

（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社○年目・
５長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容の教育訓
練の対象となる無期雇用派遣労働者・６その他）

１年目２年目３年目４年目



記載のポイント
（第６面 その３）

③キャリアアップに資する教育訓練

受講者の実人数

（上段）実施時間の総計

（下段）受講者の実人数
１年目２年目３年目４年目

受講者数
×

訓練１コマの時間



記載のポイント
（第６面 その４）

③キャリアアップに資する教育訓練

訓練ごとに該当する番号を記入

１ 計画的なOJT
２ OFFｰJT
３ OJT
（計画的なもの以外）

１ 事業主
２ 派遣先
３ 訓練機関
４ その他

訓練の
方法

実施
主体

費用の
負担

賃金
支給

１ 無償（実費負担なし）
２ 無償（実費負担あり）
３ 有償

１ 有給（無給部分なし）
２ 有給（無給部分あり）
３ 無給



記載のポイント
（第６面 その５）

③キャリアアップに資する教育訓練
・ 訓練時間等を集計する欄

・ 「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練」のみ集計

ｃ÷ｄ

受講者の実人数（ｂ）

１人あたりの平均実施時間（ａ÷ｂ）

（上段）実施時間の総計

（下段）受講者の実人数

１２ １ １

訓練の
方法

訓練費
の負担

賃金
支給

or

ａの合計（ｃ）

ｂの合計（ｄ）

１～３年目のみ
１～３年目のみ
１～３年目のみ

１人が複数の
講座を受講
→「１人」

上段の
タテ計

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練

１年目２年目３年目４年目

「実施時間の総計」の合計（ａ）



記載のポイント
（第６面 その６）

③キャリアアップに資する教育訓練

訓練実施に当たって支払った賃金額 を
忘れずに記入



記載のポイント
（第７面・第８面・第９面）

６月１日現在の状況報告

＝実際に６月１日に派遣された労働者の人数を報告

＊日頃は派遣労働に従事している労働者であっても、

6月１日に派遣されなかった者は除く



提出書類について 写し

写し

正本
部 数

労働者派遣事業報告書（様式第１１号） ：正本１部およびその写し２部

労使協定の写し（労使協定方式の場合）
※令和８年６月１日時点で有効なもの

：２部

返信用レターパックプラス

または切手貼付済み封筒（特定記録）

提出期間は 6月1日ー6月30日（必着）です

＊様式は厚生労働省Webサイトよりダウンロード可能

＊電子申請（e-Gov)利用もご検討ください



ご清聴ありがとうございました。
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